
【オンライン申請方法】

軽自動車税（種別割）の課税免除（商品車）
名古屋市
(R８.２~)

４ オンライン申請で必要なもの
・スマートフォンまたはパソコン
・古物商許可証
・賦課期日現在の走行距離が分かる走行距離メーターの写真データ
・古物台帳の写真データ（手続きを行う車両が記載している部分）
※代表者・従業員等以外の方が届出を行う場合は、申請者の本人確認書類（運転免許証の両面など）の添付が必要です。
※添付可能な写真データは、1枚あたり5メガバイト（MB）以下の拡張子「.jpgまたは.jpeg」、「.png」のものに限ります。

５ オンライン申請の流れ
① 専用フォームにアクセスし、必要な情報を入力・送信する
② 確認メールが届く※

※入力内容について、名古屋市から届出者へ電話確認を行う場合があります。

●本市公式ウェブサイト（ページID:1011968）の抜粋 ●二次元コード

バナーを押下すると
専用フォームに
遷移します。
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３ 申請時期
毎年４月１日から７日まで（７日が土曜・日曜・祝日等の場合には翌開庁日）

６ 専用フォームにおける入力の流れ
画面遷移に従って入力を行います。
なお、以下に示す入力情報は、一例です。
[手順１] 専用フォームへアクセスする
本市公式ウェブサイト（ページID:1011968）のバナーを押下する または 下の二次元

コードをスマートフォンで読み込んで専用フォームにアクセスしてください。

添付

ファイル添付条件表示

（補足）オブジェクトの意味

画面遷移

１ 対象車両
ナンバープレートを備えた軽自動車、二輪の小型自動車、原動機付自転車及び小型特殊自動車
※対象となる車両は、定置場が名古屋市内のものに限ります。
※ナンバープレートを備えていない軽自動車、二輪の小型自動車、原動機付自転車及び小型特殊自動車については、届出は必要ありません。

２ 要件
次の要件を全て満たすもの

１ 販売を目的として取得し、保有していること
２ 用途が、リース車、レンタカー（バイク）、試乗車、社用車、営業車又は代車等の事業用のもの

ではなく、また、自己で使用する等の販売目的以外の使用がされていないものであること
３ 取得時の走行距離と賦課期日（４月１日）現在の走行距離の差が100km未満であること
４ 賦課期日現在において、車両の所有者及び使用者について、古物営業法第３条の規定による古物

営業の許可を受けており、かつ、中古軽自動車等を販売することを業とする者の名義であること
※届出を行った場合でも要件を満たさない場合は、課税免除の扱いとなりません。



２

[手順２] ログイン及び利用規約の確認
「新規登録またはログインして申請」を選択し、ログインします。
確認メール等は、ログイン時に入力したメールアドレスに送信されるので、入力したメー
ルアドレスを忘れないようにしてください。
なお、ＬＩＮＥでログインした場合は、ＬＩＮＥアカウントの登録に用いたメールアドレ

スに通知メール等が送信されます。

●利用規約について
利用規約に同意した上で、

チェックしてください。

●ログイン方法について
システム提供元のQAを参照してください。
右記の二次元コードから株式会社グラファー

のサイトにアクセスすることができます。
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[手順４] 確認事項[手順３] 申請者（入力を行う方）
情報の入力



[手順５] 納税義務者等の確認
納税義務者の情報を入力します。
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●添付方法について
あらかじめ端末に保存さ

れた画像を添付します。
また、スマートフォンで

入力する場合は、フォーム
内でカメラアプリを立ち上
げて撮影した画像を添付す
ることもできます。

（次のページへ）

●代表・従業者等でない方
が入力した場合
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